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◆東日本大震災・マンション被害状況（東京カンテイ調査） 

（浦安市） 

＊対象調査分譲マンション・・・１７６物件 

＊建物・・・被災が軽微や小破の場合は１０．８％の１９物件 

＊敷地・・・被害ありは２１％の３７物件 

＊周辺・・・被害ありは３１．８％の５６物件 

＊被害の多い地域・・・今川、富岡、東野、弁天、入船、美浜、明海、日の出、高洲 

 これらの地域は１９６８年～１９８０年にかけての埋め立て造成地。ここに被害が

集中している 

（中央区） 

＊今回の調査対象エリアで唯一建物、敷地、周辺とも被害が見られなかった。 

 勝どき、月島、佃、晴海等の埋立地を中心に調査したが、被害はなかった。 

 これらの埋め立て時期が江戸～昭和にかけてであり、古さも影響している。 

（江東区） 

＊調査対象は７６物件 

＊建  物・・・被害軽微が９．２％の７物件、小破が１．３％の１物件 

＊敷  地・・・被害有が５．３％の４物件 

＊周辺状況・・・被害有が１０．５％の８物件 

◆液状化の起きやすい地盤の特徴 

１．粒径が均一・・・土の粒が均一で小さいと摩擦も少なく液状化が起きやすい。 

砂などは典型。３０％以上単一の粒径だと危険。 

２．地下水位が高い・・地下水位が高いと水は地上方向に押し出される。 

３．Ｎ値が小さい・・・要は地盤が柔らかいこと。Ｎ値とは６３．５㎏の重りを７５

㎝の高さから落として３０㎝食い込むには、何回落とせばよいかの数値。Ｎ値が１だ

と１回落とすだけで３０㎝食い込む。Ｎ値が５以下は軟弱地盤。２０以上が強固地盤。

浦安の液状化した地盤は１～２と極めて軟弱。 

◆築３０年以上か否かが選択基準 

新耐震構造の建物は、１９８１年６月以降に建てられたもの。今年はちょうど３０年

を迎えるので判断しやすい。築３０年未満までは、新耐震。新耐震と旧耐震の耐震能

力は倍違う。それだけで中古価格は大きく異なるはずだが、築２９年と築３１年であ

まり価格差は付いていない。もう少し価格差が付いていいと思うが・・・。 

◆４００万世帯 

総務省の労働力調査で、フルタイムの共稼ぎ世帯の数。女子の高学歴化、若年層の低

賃金化、少子化等で共稼ぎが増えている。夫婦合算すると１，０００万を超えており、

世帯年収としては高い。こうした層は専業主婦層と異なるニーズを持つ。家事を助け

るニーズ、育児を助けるニーズ、２世帯ニーズ、交通至便ニーズ、駅近ニーズ等住宅

に求める優先順位も異なるものがある。４００万世帯に応えられる住宅開発が求めら

れている。 

◆鉄筋コンクリート造は津波に強かった 

東海大、山本教授の調査結果。ＲＣは浸水しても倒壊はしていない。木造はほぼ全壊。 

今後危険性の高いところはＲＣにして最悪上階に逃げられる構造にすべき。低層部を

ピロティ構造でＲＣや鉄骨にすればより津波に強い。今後構造に規制が必要ではない

か。しかし１８ｍの津波に対しては、女川町でＲＣも横倒しとなった。 

◆㈶不動産適正取引推進機構における相談事例 

㈶不動産適正取引推進機構では、平成２２年度における相談実績を取りまとめた。全

体では、売買３，０２３件（３０％）、賃貸５，５１１件（５６％）、その他法令解釈

等１，３９２件（１４％）となっている。一方、売買及び賃貸の分野別の上位５件は、

次に掲げるとおりである。【売買】①重要事項説明等２２％、②契約の解除１９％、

③瑕疵・欠陥１８％、④報酬関係６％、⑤手付金等２％【賃貸】①原状回復・敷金精

算３０％、②契約解除・立退き１３％、③契約更新（更新料・更新手数料）９％、④

瑕疵・欠陥８％、⑤重要事項説明等５％、⑤契約成立・申込金等５％ 

 

◆平成２３年７月「不動産相談室」日程は下記のとおりです。各日とも１３：００～１６：００ 

日 月 火 水 木 金 土 

    
 

 
 

1 
宅建 

2 

3 4 
宅建 

5 
法律 

6 
宅建 

7 
法律 

8 
宅建 

9 

10 11 
宅建 

12 
法律 

13 
宅建 

14 
法律 

15 
宅建 

16 

17 18 
休 

19 
法律 

20 
宅建 

21 
法律 

22 
宅建 

23 

24/31 25 
宅建 

26 
法律 

27 
宅建 

28 
法律 

29 
宅建 

30 

 

宅建業法に関する相談（重要事項説明、手付金、媒介報酬等） 
相談応対は電話にて行います。電話による回答が難しい場合等は来所いただくことがあります。 

法律に関する相談（契約解除、相続、瑕疵担保責任、敷金精算等） 
法律相談は面談とさせていただきます。予め電話にて予約を入れたうえで来所ください。 

電話番号 ０３（５９０９）１３７１（相談室専用電話） 
住所：新宿区西新宿３－４－４京王西新宿南ビル１０階 

 


